
 

■講師：中央大学法務研究科教授 山本 和彦 先生 
 
平素は当協会の活動にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

 
おかげさまで当協会は設立 5 周年を迎え、本年も記念講演として、当協会の顧問であり、我が国の司法 IT 化を牽

引されていらした山本和彦先生に、昨年に引き続き「司法の DX の現状と将来 －民事裁判の IT 化、民事判決のオ
ープンデータ化、民事裁判における AI の利用等－」とのテーマでご講演を頂くこととなりました。 
昨年は、当協会の 4 周年記念講演として、民事司法 DX の現状と展望について、令和 4 年の民事訴訟法の IT 化改

正につき、2024 年 3 月のウェブ会議導入（フェーズ 2）、2026 年 3 月の全面施行（フェーズ 3）、さらに 2028 年 6
月のその他手続の IT 化の進展につきお話し頂きました。また、オンライン紛争解決（ODR）の実証実験や民事判
決情報のオープンデータ化に関して、課題と可能性を示していただきました。加えて、オンライン申立てや電子判
決書等を含む民事訴訟規則改正案の紹介、民事判決情報のオーブンデータ化による司法の透明性向上や新たな産業
創出の意義、そして弁護士業務に求められる新しいスキルや役割について示唆に富む講演が行われました。 
本年度の第 5 周年記念講演では、これらの進展をさらに掘り下げ、民事司法 DX の最新状況をお話しいただく予

定です。変革の今を感じる機会として、ぜひご参加ください。 
 
■講師のご紹介 
中央大学法務研究科教授 山本 和彦 先生 

 
略歴 
・学歴 
昭和 59 年 3 月 東京大学法学部卒業 

 
・職歴 
昭和 59 年 4 月 東京大学法学部助手（昭和 62 年 5 月まで） 
昭和 62 年 6 月 東北大学法学部助教授（平成 8 年 3 月まで） 
平成 08 年 4 月 一橋大学法学部助教授（平成 12 年 3 月まで） 
平成 12 年 4 月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授（平成 14 年 3 月まで） 
平成 14 年 4 月 一橋大学大学院法学研究科教授 
平成 31 年 4 月 一橋大学法科大学院長（令和 3 年 3 月まで） 
令和 ７年 4 月 中央大学法務研究科教授 



・最近の審議会等委員の就任状況 
法制審議会臨時委員（民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続（IT 化関係）部会部会長、 
担保法制部会委員）（法務省） 
法制審議会委員（法務省） 裁判の迅速化に係る検証に関する検討会�座長（最高裁判所） 
司法修習委員会委員長（最高裁判所）司法研修所参与（最高裁判所）  
民事規則制定諮問委員会委員長（最高裁判所） 家庭規則制定諮問委員会委員（最高裁判所） 
金融審議会委員（金融庁） 金融機能強化審査会会長（金融庁） 
多重債務者問題及び消費者向け金融等に関する懇談会座長（金融庁／消費者庁） 
中央教育審議会法科大学院等特別委員会座長（文部科学省） 原子力損害賠償紛争審査会委員（文部科学省） 
民事判決情報オープンデータ化検討会座長（法務省） 
産業構造審議会経済産業政策新機軸部会事業再構築小委員会委員（経済産業省） 
日本仲裁 ADR 法学会理事長 日本民事訴訟法学会理事長 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構（JSAA）機構長 
一般財団法人日本 ODR 協会代表理事 一般社団法人日本商事仲裁協会（JCAA）業務執行理事（仲裁・調停業務
担当） 
一般財団法人民事法務協会会長 

 
 


